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【※】１．すでに修学支援制度の給付奨学生に採用された人について、毎年７月頃に申請時に提出されたマイナンバーに基づいて、日本学生
　　　　　支援機構で家計基準の再審査を実施します。
　　　２．再審査の結果に基づいて、令和２年１０月から給付奨学金の支援区分（免除区分）の見直しが行われます。
　　　３．１０月からの支援区分（免除区分）の見直しの結果、令和元年度に熊本大学独自の授業料免除申請をした人で、見直し後の給付奨学
　　　金の支援区分（免除区分）との間に差額が生じた場合、令和２年１０月以降に希望者を対象とした大学独自の授業料免除申請の受付を行
　　　う予定です。（詳細については、決まり次第、大学ＨＰ、Ｗｅｂ掲示板等でお知らせします。）

ＹＥＳ

　 　　ＮＯ
ＹＥＳ

令和２年度（後期分）熊本大学が独自に実施する授業料免除申請の流れ図（その１）
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令和元年度（前期または後期）に熊本大学の授業料免除申請を行った

①令和２年４月、７月、８月

に採用された修学支援新制

度の「給付奨学生」である。
※支援区分がⅠ、Ⅱ、Ⅲの人

熊本大学

独自の授業料

免除は申請

できません
※新制度の支援区

分（免除結果）のみの

適用となります。
★しおりP.7 Cの【b】参照

※令和２年９～１０月

（予定）に修学支援新

制度の「在学採用」の

申請を予定している

人は、しおりのP.7を

参照

日本人（留学に当たらない外国人を含む。）の学部学生で、令和２年４月

現在、２～４年生（医学部・薬学部は５～６年生を含む）である

① 令和２年７月２９日～８

月４日に熊本大学独自の

授業料免除申請書を提出

する。
※従来どおり、課税証明書その他の添

付書類が必要です。

① 令和２年１１月下旬頃

（予定）に熊本大学独自

の授業料免除の結果を

発表

END

① 令和２年４月、７月、８月

に決定された修学支援新制

度の支援区分の結果に基づ

き、令和２年度修学支援新

制度の支援区分（免除結果）

との差額について、大学独

自の免除を受けることを希望

する。
【※】７月に家計基準の再審査に

よる支援区分見直し有り。詳しく

は下記欄外を参照してください。

修学支

援新制

度によ

る支援

区分の

み適用

※熊本大

学独自の

授業料免

除は受け

られませ

ん。

END

①・②熊本大学独自の授業料免除を実施
※①は、修学支援新制度の支援区分との差額を免除する

※②は、「全額免除」、「半額免除」、「不許可」を決定する

②修学支援新制度の申

請をしようとしたが、申請

要件外だったため、申請

が出来なかった。

※申請要件に該当しない場合

（申請出来ない人）：

１．資産要件が基準外の人

２．大学に入学した日が、高校

を初めて卒業した翌年度の末

日からの期間が２年以上経過

している人

② 令和２年７月２９日～

８月４日に熊本大学独自

の授業料免除申請書を

提出する。
※従来どおり、課税証明書その

他の添付書類が必要です。

②

①

②

② 令和２年１１月下旬頃

（予定）に熊本大学独自の

授業料免除の結果を発表

※「半額免除」及び「不許可」の

人の授業料は、大学が指定す

る日に「授業料の銀行預金口

座自動引落とし」により、納入

する。 END

①

③

START

③

③ イの書類に基づき、令和２年12月下旬頃（予定）に修学支援新制

度による支援区分（免除結果）が決定する

③ 令和２年９～10月に予定され

ている修学支援新制度の「在学

採用」の申請を予定している。

※「在学採用」＝日本学生支援機構の

給付奨学金の申請を指します。

令和２年度後

期分授業免除

申請はできま

せん。

③【重要】令和２年９～10月に修学

支援新制度の「在学採用」申請を予

定している人は、必ず次のアとイの

手続きをしてください。
※この手続きをしないと、１０月27日(水)

に令和２年度後期分授業料が銀行口座

から引き落とされるため、修学支援新制

度による授業料免除が受けられません。

ア. 令和２年７月29日～８月４日の申請期間内に ①「熊本大学独自

の授業料免除申請書」 を提出する。併せて②「修学支援新制度によ

る授業料等減免申請書」を提出する。

イ．令和２年９月～10月頃（予定）に実施する日本学生支援機構「給

付奨学金」の申請手続きを必ず行う。

③ アの書類に基づき、熊本大学独自の授業料免除を実施
※修学支援新制度の支援区分との差額を免除する。

③

③令和３年◯月頃（時期未定）に授業料免除の結果を発表

END

③

【注】免除申請をしても、基準を満たしていない場合は、

　　　授業料免除は受けられません。
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令和２年度（後期分）熊本大学が独自に実施する「熊本地震特別枠」授業料免除申請の流れ図（その２）
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熊本地震特

別枠による

授業料免除

申請はでき

ません

END

④ 令和２年７月29日～８月４

日に熊本地震特別枠授業料免

除申請書を提出する。
※従来どおり、罹災証明書のコピーが

必要。

※被災状況が「半壊」の人は、熊本大

学独自の授業料免除申請書との併

願が必要です。

④

⑥ ウ の書類に基づき、熊本大学独自の授業料免除を実施
※修学支援新制度の支援区分との差額を免除する。

START

⑥令和３年◯月頃（時期未定）に授業料免除

の結果を発表 END

現在、大学に在学する「学部生」で、かつ、令和２年４月、７月、８月に採用された修学支援新

制度の「給付奨学生」である ※支援区分がⅠ、Ⅱ、Ⅲの人

平成２８年熊本地震により被災した世帯の学生である
※被災状況が「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」のいずれかに限る。

⑥ 令和２年９～10月に予定されて

いる修学支援新制度の 「在学採

用」の申請を予定している。

④ 令和2年4月、7月、８月に決定さ

れた修学支援新制度の支援区分

の結果に基づき、令和2年度修学

支援新制度の支援区分（免除結

果）との差額について、大学独自の

免除を受けることを希望する。
【※】７月に家計基準の再審査による支援区

分見直し有り。詳しくはP..3 流れ図（その１）の

欄外を参照してください。

④ 令和２年11月下旬頃（予定）

に熊本大学独自の授業料免除

の結果を発表

END

④

修学支援

新制度に

よる支援

区分のみ

適用

※熊本大

学独自の

授業料免

除は受け

られませ

ん。

END

⑥

⑤ 修学支援新制度の「給

付奨学金」の申請をしようと

したが、申請要件外だったた

め、申請が出来なかった。
※申請要件に該当しない場合

（申請出来ない人）：

１．資産要件が基準外の人

２．大学に入学した日が、高校を

初めて卒業した翌年度の末日か

らの期間が２年以上経過してい

る人

⑥ エ の書類に基づき、令和２年12
月下旬頃（予定）に修学支援新制度

による支援区分が決定

⑤ 令和２年７月29日～８月４日に

熊本地震特別枠授業料免除申請書を

提出する。
※従来どおり、罹災証明書のコピーが必要。

※被災状況が「半壊」の人は、熊本大学独自

の授業料免除申請書との併願が必要です。

⑤ 令和２年11月下旬頃（予定）に熊本

大学独自の授業料免除の結果を発表
※「半額免除」及び「不許可」の人の授業料

は、大学が指定する日に「授業料の銀行預

金口座自動引落」により、納入する。 。
END

⑥【重要】令和2年9～10月
に修学支援新制度の「在学採

用」申請を予定している人は、

必ず次のウとエの手続きをして

ください。
※この手続きをしないと、10月２9日に

令和２年度後期分授業料が銀行口座

から引き落とされるため、修学支援新

制度による授業料免除が受けられませ

ん。

ウ. 令和2年7月29日～8月4日に①

「熊本地震特別枠の授業料免除申

請書」と②「修学支援新制度による授

業料等減免申請書」を提出する。
※従来どおり、罹災証明書のコピーが必要

※被災状況が「半壊」の人は、熊本大学独自の授

業料免除申請書との併願が必要です。

エ．令和2年9月～10月頃（予定）に

実施する日本学生支援機構「給付奨

学金」の申請手続きを必ず行う。
※新制度に基づく日本学生支援機構の給

付奨学金申請書を提出する。

⑤

⑥

⑤

⑥

⑥

令和２年４月に入学した学部１年生、編入学、専攻科生、

別科生である

④・⑤ 熊本大学独自の授業料免除を実施
※④は、修学支援新制度の支援区分との差額を免除する。

※⑤は、「全額免除」、「半額免除」、「不許可」を決定する。

【注】免除申請をしても、基準を満たしていない場合は、

　　　授業料免除は受けられません。
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